
令 和 ５ 年 １ １ 月 １ ３ 日 

国 土 交 通 省 四 国 地 方 整 備 局 

 

 

四国地方整備局選考採用試験（社会人経験者採用・係長級（技術）） 

～ １１月１６日から受付開始 ～ 

 

 
 

 

 国土交通省所管行政のうち、社会資本整備（港湾・空港分野を除く）の推進に関する事務（調査・

計画・施工監督・公物管理等）の実施等を担当する係長相当職員の選考採用の募集を下記のとおり実施

します。 

募集の概要は次の通りですが、詳細は、四国地地方整備局の採用サイトに受験案内を掲載しています

のでご参照ください。 

 

四国地方整備局 採用サイト：https://www.skr.mlit.go.jp/recruit/index.html 

 

1. 応募資格  以下の条件を全て満たすものとする。 

高等学校を卒業後、民間企業、官公庁、国際機関等において、職務経験が 2023（令和 5）年 

11月 1日現在で、通算 9年（専修学校の専門課程、短期大学又は高等専門学校を卒業した者に

あっては 7年、大学卒業又は大学院を修了した者にあっては 5年）以上となる者であって、こ

れらの職務経験を通じて体得した効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及び能力

を有する者。 

○ 民間企業、官公庁、国際機関等において、電気、電子、情報工学、機械、土木、建築、材料工

学、農業農村工学、林学又は砂防に関する職務経験を有するもしくは、高等学校、高等専門学

校、短期大学、大学又は大学院等において、電気、電子、情報工学、機械、土木、建築、材料

工学、農業農村工学、林学又は砂防に関する課程を修めて卒業又は修了した者 

2. 採用予定数：５名程度（※１１月１３日現在の状況であり、今後採用予定数が変更になることがあります。） 

3. 採用予定時期：令和６年４月１日 

4. 勤務地：四国地方整備局（本局又は管内の事務所・出張所） 

5. 選考方法：書類選考、論文試験及び面接試験 

                                           

四国地方整備局では道路や河川などの社会資本の整備・維持管理に携わる即戦力となる人材を

必要としており、社会人経験者を対象とした係長級（技術）の選考採用希望者を令和５年１１月１

６日より１２月１４日までの間、募集します。 

 

＜お問い合わせ先＞ 
国土交通省四国地方整備局 TEL：087-811-8308 
企画部 企画課長 合谷 龍馬 （内線3151） 

https://www.skr.mlit.go.jp/recruit/index.html


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Shikoku Regional Development Bureau



職務内容

 国土交通省所管行政のうち、社会資本整備（港湾・空港分野を除く）の推
進に関する事務（調査・計画・施工監督・公物管理等）の実施等を担当す
る係長相当職員として採用します。

 四国地方整備局の管轄区域は以下のとおりです。
：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

選考方法

 第１次選考：書類選考・論文試験※1（ 11月16日(木) ～ 12月14日(木)18時(受信有効))

 第２次選考：面接試験※2 ( 1月4日(木) ～ 1月11日(木))

 最終合格発表：1月17日(木) (予定)
※1：必要書類をメールで送付 ※2：四国地方整備局（香川県高松市）にて実施

※応募資格等の詳細は、四国地方整備局採用ホームページに
掲載している受験案内をご確認下さい。

 採用後は、一般職の国家公務員（係長相当級）として任用します。

 給与、各種手当等は「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、各人
のこれまでの経歴に即して支給されます。手当としては、地域手当、扶養
手当、期末手当・勤勉手当等があります。

 勤務時間は1日7時間45分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休み
です。

 休暇には、年20日の年次休暇（4月1日採用の場合、採用の年は15日。残日
数は20日を限度として翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、
結婚、出産、忌引き、ボランティア等）、介護休暇等があります。

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育
児休業制度等があります。

待遇

採用予定

 採用予定数 ：５名程度
 採用予定時期：令和6年4月1日（採用予定日は採用者の事情に配慮しますので、ご相談ください）

求める人材

（１）公務に対する強い関心と、全体の奉仕者として働く熱意を有する者
（２）課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力を有する者
（３）適切かつ効果的に対人折衝・調整を行うことのできる能力を有する者
（４）採用後の研修又は職務経験を通じてその知識及び能力の向上が見込まれ

る資質を有する者
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